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新型コロナウイルス感染症　ワクチン接種のお知らせ

国等が実施する大規模接種会場での接種を予約した方へ
　市での予約が重複している場合は、速やかに市での予約を取り消し
てください。
　また、大規模接種会場で使用するワクチンはモデルナ社製です。
　２回目の接種も同じ場所・種類のワクチン接種を受けてください。
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問新型コロナワクチン接種相談コールセンター
　☎☎７３２・３５６３　毎日午前８時３０分～午後７時

ワクチン情
報の詳細は
こちら▶

１６歳以上のすべての方に接種券を発送しました

対象年齢 接種券の発送

予約・接種が可能な接種会場

町田市内
（ファイザー社製ワクチン） 国等が実施する

大規模接種
（モデルナ社製ワクチン）集団接種 個別接種

６０～６４歳の方 ６月２１日に発送済み ○ ○ ○

５０～５９歳の方 ６月２３日に発送済み ○ ○ ○

４０～４９歳の方 ６月２８日に発送済み 決まり次第お知らせ ○

１８～３９歳の方 ６月３０日に発送済み 決まり次第お知らせ ○

１６・１７歳の方 ６月３０日に発送済み 決まり次第お知らせ ×　（６月２４日現在）

①パソコン・スマートフォンから予約
右記二次元バーコードから２４時間予約可能です。

②電話で予約
町田市新型コロナワクチン接種予約センター ☎☎０４２・７８５・４１１７
受付時間＝午前８時３０分～午後７時
※番号のかけ間違いにご注意ください。

国等が実施する大規模接種会場での接種予約は
こちらから▶

ワクチン接種の予約方法

新型コロナウイルス感染症に関する　支援策のご案内 ※詳細はお問い合わせいただくか、市ＨＰをご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金を支給します（ひとり親世帯以外の子育て世帯）
問子ども総務課☎☎７９４・７３３８給付額　児童１人につき５万円

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育てに対する負担の増加や収入の減少等を支援す
るため、所得要件のいずれかに該当し、かつ養育要件のいずれかに該当する方を対象に給付金を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給済みの場合は対象外です。
※同じ児童について、他の養育者に支給済みの場合は対象外です。

所得要件 養育要件 申請方法

令和３年度の住民税
均等割が非課税の方

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当（支給停止含
む）の支給を受けている方

原則、申請不要
※給付金を希望しない方は届出
が必要です。
※公務員は申請が必要です。

②令和３年５月分～令和４年３月分の児童手当または特別児童扶養手
当（支給停止含む）の受給資格または額改定の認定を受けた方
③平成１５年４月２日～平成１８年４月１日の間に生まれた児童のみを監
護養育している方 申請が必要

※申請書をまちだ子育てサイト
からダウンロードして、郵送で
子ども総務課（〒１９４−８５２０、
森野２−２−２２）へ。

新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて令和３年１
月以降の家計が急変し、収
入について令和３年度の住
民税均等割が非課税の方と
同じ水準となっている方

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当（支給停止含
む）の支給を受けている方
②令和３年５月分～令和４年３月分の児童手当または特別児童扶養手
当（支給停止含む）の受給資格または額改定の認定を受けた方
③平成１５年４月２日～平成１８年４月１日の間に生まれた児童のみを監
護養育している方

適用期間を延長します
新型コロナウイルス感染症
感染者等への傷病手当金

問保険年金課☎☎７２４・２１３０

　市では、町田市国民健康保険に加入
の被用者（会社等に勤めていて給与の
支払いを受けている方）のうち、次の方
に傷病手当金を支給しています。この
適用期間を９月３０日まで延長します。
　詳細はお問い合わせいただくか、市
HPをご覧ください。
対次の①か②のいずれかによる療養の
ため、労務に服することができなくな
った方
①新型コロナウイルスに感染
②発熱等の症状があり感染が疑われる

健康案内健康案内
薬物乱用防止普及啓発イベント
　薬物乱用のない社会を目指す「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動（７月１９日ま
で）にちなんで、薬物乱用防止を推進
するイベントを開催します。
日７月５日㈪～９日㈮、午前８時３０分
～午後５時（７月５日は午前１０時か
ら、９日は午後４時まで）場イベント
スタジオ（市庁舎１階）内薬物乱用防
止に関するパネル及び２０２０年度に
市内の中学生から募集した薬物乱用
防止ポスター・標語の優秀作品等の
展示
問健康推進課☎☎７２４・４２３６

募　集募　集
まちだ男女平等フェスティバル
実 行 委 員 を 募 集 し ま す
　２０２２年２月５日㈯、６日㈰に開催
予定の「まちだ男女平等フェスティ
バル」の実行委員（市民・団体）を募集
します。同フェスティバルでは、男女
共同参画社会づくりの推進に向けて
活動している団体などが中心とな
り、講演会やワークショップ、展示な
どを行います。
活動日時７月～２０２２年２月、毎月第
２火曜日、午前９時３０分～１１時３０分
場町田市民フォーラム申電話で男女
平等推進センター（☎☎７２３・２９０８）
へ。

お知らせお知らせ
国 民 健 康 保 険 高 齢 受 給 者 証 

（ 更 新 証 ）を お 送 り し ま す
　国民健康保険に加入している７０
～７４歳の方が現在お持ちの国民健
康保険高齢受給者証の有効期限は、
７月３１日です。８月１日からお使いい
ただく高齢受給者証は、７月中に世

帯主の方宛てに届くように普通郵便
でお送りします。なお、今回お送りす
る高齢受給者証の有効期限は２０２２
年７月３１日までです（途中で７５歳に
なる方は誕生日の前日まで）。医療機
関を受診する際は、保険証と高齢受
給者証の２枚を提示する必要がある
ため、保険証は捨てないようご注意
ください。
問保険年金課☎☎７２４・２１２４

記 事 内 の 表 記 に つ い て
○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム。インターネットのイベ
ント申込システム（下記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４
時間申し込み可／イベ
シスで１次受付を行う
催し・講座の募集数は
定員の半数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※催しや講座など、申込方法の記
載がない場合は直接会場へおいで
ください。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
検温・手洗い・マスク着用などの感
染症対策をお願いします。

株式会社ゼルビアと「健康づくりに向けた
包括的連携に関する協定」を締結

問健康推進課☎☎７２４・４２３６

　市では、健康づくりに向けた取り組みを相互に連携して、推進すること
を目的とし、６月１日に（株）ゼルビアと「健康づくりに向けた包括的連携
に関する協定」を締結しました。
　今後、協働して健康づくりに関する啓発活動を行っていきます。
　協定締結後の第一弾として、

（株）ゼルビアと、既に町田市と
同協定を締結している明治安田
生命保険相互会社との協働で制
作したハンドタオルを寄贈して
いただきました。
　なお、いただいたハンドタオ
ルは１歳６か月児健診の際に、受
診者にプレゼントしています。


